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新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者待機期間について（事務連絡） 

 

 日頃から、本市障害者福祉行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

また、各事業所におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日々ご対応いた

だき、心より御礼申し上げます。  

１月 19 日付で各事業所あてご連絡したオミクロン株の患者の濃厚接触者の待機期間の取扱いについ

て、この度、１月 28 日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部から改正通知が発出され、待

機期間を原則７日間で８日目に解除、社会機能維持者（※）については２日にわたる検査を組み合わせる

ことで、５日目に解除という取扱いが示されました。 

これらの情報は本市ホームページにも掲載していますので、常に最新の情報をご確認いただき、施設・

事業所において感染が確認された場合に備え、あらかじめ必要な対応を想定し準備を行っていただくと

ともに、感染が確認された場合は、保健所の指示に従い速やかに感染拡大防止のための行動をお願いい

たします。 

 

 ・厚生労働省事務連絡（令和４年１月５日 令和４年１月 28日一部改正） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf 

 ※社会機能維持者 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者 

 （令和３年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処指針） 

 

担当： 

○日中活動系サービス（通所）・障害者支援施設 

                        障害施設サービス課施設等運営支援係 

〇共同生活援助（グループホーム） 

障害施設サービス課共同生活援助担当  

〇障害者地域活動ホーム、多機能型拠点、精神障害者生活支援センター 

             障害者地域活動支援センター、短期入所 

                            障害施設サービス課地域支援施設係   

○居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、入浴サービス、移動支援 

                         障害自立支援課居宅サービス担当  

○指定特定相談 ・指定一般相談 ・自立生活援助 

                        自立生活アシスタント、基幹相談支援センター、後見的支援制度 

障害施策推進課相談支援推進係  

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf


【参考】通知の概要 

 

●濃厚接触者について 

・原則、７日間で８日目に解除 

・社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合は、事業者の費用負担により、

４日目及び５日目の抗原検査で陰性確認後、５日目から解除が可能 

・ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や会食等を避けること

等の感染対策を求める 

※社会機能維持者の考え方に変更はありません。 

 

●無症状患者について 

・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除 

・濃厚接触者と同様、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態や会食等を避ける 

こと等の感染対策を求める 

 

なお、上記見直しについては、１月 28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療

養中である無症状患者にも適用される 

 

 


